
南部町介護保険運営協議会

報告事項 ５

介護サービス事業者に対する実地指導について

資料５

令和３年度 第１回南部町介護保険運営協議会

日時 令和３年11月11日（木） 午後６時

場所 南部町健康センター 集団指導室
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基本方針 人員基準 設備基準 運営基準 変更届出 報酬請求

地域密着型サービスは10事業所、居宅介護支援事業所は３事業所の個別指導を行い、終了後、結果

通知を送付し、「文書・口頭指摘」「文書指摘」「口頭指摘」を行いました。

指摘事項の種類別では「運営基準」が最も多く、次いで「人員基準」「報酬請求」となっています。

地域密着型サービス事業所指摘事項（令和２年度）

資料：福祉介護課 介護保険班

（件）

令和２年度介護サービス事業所に対する実地指導（結果）
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基本方針 人員基準 設備基準 運営基準 変更届出 報酬請求

居宅介護支援事業所指摘事項（令和２年度）

個別指導事業所

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 １事業所

認知症対応型通所介護 １事業所

認知症対応型共同生活介護 ８事業所

個別指導事業所

居宅介護支援事業所 3事業所

（件）
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令和３年度介護サービス事業所に対する実地指導

介護保険法第23条及び関連する南部町条例・要綱等に基づき、地域密着型（介護予防）サービス事

業者及び居宅介護支援事業所に対して、介護給付等に係るサービスの内容及びサービスの質の確保並

びに介護給付等の適正化を図ることを目的として指導を行います。

地域密着型サービス事業所

⚫ 集団指導（講習方式）

時期 令和３年８月、令和４年３月

内容 介護給付対象サービスの取扱い、介護報酬請求の

内容、過去の指導事例など

対象者 町内すべての地域密着型サービス事業所

⚫ 実地指導（個別指導）

時期 令和３年10月～令和４年１月

内容 運営に関する事項、介護報酬に関する指導

対象者 ３事業所

結果 改善が必要と認められる指摘事項があった場合は、

早急に改善を依頼し、報告書の提出を求めます。

また不適正な報酬算定が行われている場合は、過誤

調整を行うよう指導します。

居宅介護支援事業所

⚫ 集団指導（講習方式）

時期 令和３年８月、令和４年３月

内容 介護給付対象サービスの取扱い、介護報酬請求の

内容、過去の指導事例など

対象者 町内すべての居宅介護支援事業所

⚫ 実地指導（個別指導）

時期 令和３年10月～令和４年１月

内容 運営に関する事項、介護報酬に関する指導

対象者 ３事業所

結果 改善が必要と認められる指摘事項があった場合は、

早急に改善を依頼し、報告書の提出を求めます。

また不適正な報酬算定が行われている場合は、過誤

調整を行うよう指導します。
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（参考）指定取消・効力の停止のあった介護保険施設

資料：全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議（令和３年３月９日） 3



法人種類別

資料：全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議（令和３年３月９日） 4



資料：全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議（令和３年３月９日）

サービス種類別
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指定取消での主な処分事由の年次推移

資料：全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議（令和３年３月９日） 6



指定の効力の停止での主な処分事由の年次推移

資料：全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議（令和３年３月９日） 7



指定取消・効力の停止処分での処分事由

資料：全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議（令和３年３月９日） 8


